
 

Ⅰ．サツラク農協の概要 
 

１．経営理念・パーパス      
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２．主要な業務の内容

信用事業

　
　 

■貯金業務

■貸出業務

■為替業務

■サービス・その他

共済事業

生乳共販事業・営農支援対策事業

購買事業

畜産事業

家畜診療事業

         

      

市乳事業

　信用事業は、貯金・貸出・為替など、いわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行っています。この信
用事業は、ＪＡ・信連・農林中金という３段階の組織が有機的に結びつき、「ＪＡバンク」として大きな力を発
揮しています。

　農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員の皆様の生活を
豊かにするための生活改善資金等を融資しています。また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆
様の暮らしに必要となる資金を貸し出し、地域社会の発展のために貢献しています。さらに、株式会社
日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等のお取り次ぎもしています。

　全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び、
当組合の窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切手等の取立が安全・確実・
迅速にできます。

　 当組合では、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自動支払や事業主の
みなさまのための給与振込サービス、自動集金サービスなどを取り扱っています。
　  また、全国のＪＡでの貯金の出し入れや銀行、信用金庫、コンビニエンスストアなどでも現金引き出し
のできるキュッシュサービス等いろいろなサービスに努めています。

　乳牛の売買取引の斡旋、仲介並びに牡犢の引取りを行っております。

　組合員が飼育する乳牛の疾病予防、人工授精、診療はもとより、乳質向上や繁殖効率の改善など生
産性向上対策に取り組んでおります。

    　　　　組合員の生産した生乳を処理、加工した新鮮で安全な牛乳・乳製品を皆様にお届けいたします。

　共済事業は、終身共済・年金共済・生命共済・こども共済などの生命保険相互会社と類似する商品と
火災共済・建物更生共済・自動車共済・自賠責共済などの損害保険会社と類似する商品をそれぞれお
取り扱いしております。私たちはこれからも共済事業を積極的に推進し、皆様の生涯にわたる安心とゆと
りある暮らしのお役に立てることを願っております。

　組合員に対し酪農に関する技術提供、情報提供を行い良質乳の生産に取り組むとともに、その成果品
である生乳の集荷から販売までを一括して受託しております。

　営農に必要な資材、物資を安定的かつ組織的にまとめて購入し、利用者に有利な条件で供給できる
よう努めております。

　組合員の方はもちろん地域住民の皆様や事業主の皆さまからの貯金をお預かりしています。
　普通貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的、期間、金額にあわせてご利用い
ただいています。また、公共料金、道民税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、給与
振込等もご利用いただけます。

事業のご案内
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３．経営の組織

①　組織機構図

 

（令和8年4月現在）
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②　組合員数

③　組合員組織の状況 （令和8年 3 月現在）

④　地区一覧

⑤　理事及び監事の氏名及び役職名　　　　　　　　　　　　　　　　

　■　役員一覧 （令和8年 3 月現在）

⑥　事務所の名称及び所在地

　■　店舗一覧

(注)本所以外は信用店舗ではありません。

⑦　共済代理店の状況

共済代理店 （有）オートサービス木村  札幌市東区東苗穂5条3丁目3-50  同左

（令和8年 3 月現在）

区分
氏名又は名称

（商号）
主たる事務所の所在地

代理業を営む営業所
又は事業所の所在地

本　　　　 所  札幌市東区苗穂町3丁目3番7号 011-721-7301 1
市乳事業部  札幌市東区丘珠町573番地27 011-785-7800

（令和8年 3 月現在）

店 舗 名 住 所 電 話 番 号 CD/ATM設置台数

45人

合 計

1,688

法 人 19 19 0

1,894

サ ツ ラ ク 青 年 同 志 会

△ 13
10 10 0

准 組 合 員 数

天 野 和 雅

池 田 勲
氏 名

177182
正 組 合 員 数 201 196 △ 5

個 人

赤平市、芦別市、砂川市、歌志内市、その他各町村の全域

後 志 総 合 振 興 局 小樽市、その他各町村の全域

胆 振 総 合 振 興 局 伊達市、苫小牧市、室蘭市、登別市、その他各町村の全域

上 川 総 合 振 興 局 旭川市、東神楽町、上富良野町

個 人
法 人

1,711

1,912

横 田 巌
永 田 喜 一 郎

理 事

（単位：組合員数）

△ 5

1,698 △ 13

亀 田 泰 貴

△ 18

構 成 員 数

氏 名

長 濵 秀 人

役 員
理 事
理 事

会　長　  関　　　友 樹

岩見沢市、美唄市、三笠市、夕張市、深川市、滝川市、

その他各町村の全域

6年度末 7年度末 増 減

組 織 名 代 表 者 名

1,701

空 知 総 合 振 興 局

サ ツ ラ ク 婦 人 同 志 会
サ ツ ラ ク シ ニ ア 会

地 区 区 域 名

16人
16人

会　長　　黒澤　　美香
会　長　　佐々木 幸子

札幌市、江別市、恵庭市、千歳市、石狩市、北広島市、石 狩 振 興 局

伊達センター  伊達市末永町12番地12 0142-23-4323
恵庭診療所  恵庭市恵み野西1丁目5番1号103 0123-29-7056

役 員

員 外 監 事
監 事

理 事
福 屋 栄 人
福 屋 智
見 上 孝 太 郎

代 表 監 事

代 表 理 事 組 合 長
専 務 理 事
常 務 理 事

萩 中 昭 夫

山 本 裕 康
川 口 谷 仁

理 事
理 事
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４．社会的責任と地域貢献活動

◆　全般に関する事項

　(令和7年12月末現在)

　(令和7年12月末現在)

１．地域からの資金調達の状況

　　○普通貯金(総合口座)

　　○貯蓄貯金

　　○定期積金

　　○定期貯金(スーパー定期)

　　○変動金利定期貯金

　　○期日指定定期貯金

２．地域への資金供給の状況

組合員等

地方公共団体

その他

■　制度融資取扱状況 　　○農業近代化資金

　　○農業経営基盤強化資金

　　○農林漁業セーフティーネット資金

　　○農業改良資金

　　○農家負担軽減支援特別資金

　　○住宅及びリフォームローン

　　○マイカーローン

　　○教育ローン

　　○その他(フリー)ローン

■　協同組織の特性

■　貸出金残高

　当組合は、石狩振興局・空知総合振興局・後志総合振興局・胆振総
合振興局の全域，上川総合振興局の一部を事業区域として農業者を
中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助(お互いに助
け合い、お互いに発展していくこと)を共通の理念として運営される協
同組織であり、地域農業の活性化に資する地域金融機関です。

18,576百万円

　当組合の資金は、その大半が組合員の皆様などからお預かりした、
大切な財産である「貯金」を源泉としております。当組合では資金を必
要とする組合員の皆様方にご利用いただいております。
　当組合は、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会
の実現に向けて、事業活動を展開しています。
　また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供する
だけでなく、地域の協同組合として、農業や助けあいを通じた社会貢
献に努めています。

8,057百万円

組 合 員 数

出 資 金

■　貯金積金残高

■　貯金商品

■　融資商品

1,894名

1,269百万円

573百万円

-
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３．文化的・社会的貢献に関する事項

■　文化的・社会的貢献

　 　に関する事項

　　○市乳工場の見学者通路の開放

　　○各種農業関連イベントや地域活動への協賛

　　○日本赤十字社の献血への積極的参加

　　○交通安全啓蒙活動への積極的参加

　　○高齢者を対象としたイベント活動(健康講座)

　　○地球温暖化防止対策の実施

　　○パークゴルフ大会の開催

　○組合だより等の広報誌の発行

　○ホームページやSNSを通じた、組合員等利用者、消費者への

　　 情報提供

４．地域貢献に関する事項（地域との繋がり）

■　地域貢献に関する事項

 ○地域密着型金融への取り組み

○農業者等の経営支援に関する取り組み方針

○農業者等の経営支援に関する態勢整備

○地域内小学校に教材本「農業とわたしたちのくらし」を贈呈

■　情報提供活動

　「サッポロさとらんど」の酪農ゾーンとして、「ミルクの郷」を運営し、そ
の中の各施設を通して市民・消費者の方々に酪農に対する理解や牛
乳・乳製品に対する知識を深めていただくための活動を展開していま
す。

○ライフサイクルに応じた担い手支援、地域住民の暮らしに根ざし
たサービスの提供

○経営の将来性を見極める融資手法を始め担い手に適した資金
供給手法の取り組み

　組合員である農業者の経営支援および地域住民の暮らしに根ざし
たサービスの提供等により、地城の活性化に向け、積極的に取り組ん
でいます。
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５．リスク管理の状況

〔リスク管理基本方針〕　

①　信用リスク管理　　

②　市場リスク管理

　

　

③ 流動性リスク管理　　

■　リスク管理体制

　組合員・利用者の皆様に安心して当組合をご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、
信頼性を高めていくことが重要です。
　このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスク管理基本方
針」を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備してい
ます。
　この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク管理
体制の充実・強化に努めています。
　また、昨今の国際情勢をふまえ、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用防
止対策（マネロン等対策）の重要性はこれまでになく高まっています。当組合ではマネロン等対策を重要課
題の１つとして位置付け、リスクに応じた対策を適切に講じています。
　独占禁止法・下請法に違反する行為又は違反する恐れのある行為は行いません。

　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値が減少な
いし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。
　また、通常の貸出取引については、財務管理室を設置し、与信審査を行っています。
　審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。
　貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。
　不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。
　また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については資産の「償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、
資産及び財務の健全化に努めています。

　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債(オフ･バラ
ンスを含む。)の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリス
クのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。
　金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在して
いる中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。
　また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。

　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益化
及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡ
ＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財
務構造の構築に努めています。

　なお、有価証券の運用はございません。

　流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難にな
る、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリス
ク）のことです。
　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
の確保に努めています。
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④ オペレーショナル・リスク管理

⑤　事務リスク管理　　

　　

⑥ 内部監査の体制　　

　　

　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であること又は外生
的な事象による損失を被るリスクのことです。
　当組合では、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性リスク以
外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営の過程におい
て、損失を被るリスクと定義しています。
　事務リスク、システムリスクなどについては、事務手続を整備し、自主点検等を実施するとともに、事故・事
務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・
正確に反映ができるよう努めています。

　当組合では、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業
務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の提案や助言を通
じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
　 また、内部監査は、組合のすべてを対象とし、年度の内部監査計画に基づき実施しています。
　 監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の
改善取り組み状況をフォローアップしています。
　 また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしていますが、特に重要な事項については、
直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。

　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機関が損失を
被るリスクのことです。
　当組合では、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため事務マニュアルを
整備するとともに、自主検査を実施し事務リスクの削減に努めています。
　また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的
なチェックを行い、再発防止策を実施しています。
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〇基本方針

　　

●運営体制
　　

　　・　学経理事・監事の登用
　　・　理事会・監事の業務監視機能による相互牽制体制
　　・　顧問弁護士との契約
　　・　融資審査体制の整備
　　・　監査室の設置
　　・　企画会議等での組合長からの訓示
　　・　役職員の法務研修派遣の実施
　　・　法令等の内部勉強会の実施

①　苦情処理措置の内容

②

　当組合では、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームページ
で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携し、迅速かつ適切な内容に努め、苦情等の解決
を図ります。
　当組合の苦情等受付窓口（電話：011－721－7301（9時から17時　金融機関の休業日を除く））にて苦情
等を受け付けております。

　当組合は昭和23年の創業以来「農協として社会の望むこと及び時代の要請に応じた業務活動を通じて、
地域経済・社会の発展に寄与し公共的使命と社会的責任を全うしていく」ことを基本理念に掲げこの基本
理念を実現していくことが社会的責任を全うすることと考えております。
　 一方、利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判
に鑑みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うこと
がますます重要になっています。
　関係法令をはじめとして、定款、規約、組織内部の各種規程・要領・手続等を遵守することは社会の公器
であることから、当組合としてはそれらの遵守を役職員一人一人の最低限の義務と考えております。

　コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコンプライアン
ス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、各部署にコンプライアンス推進担当者を
設置しております。
　基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修会を行い
全役職員に徹底し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設置し、その進捗管理を行っています。
　毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設置し、その
進捗管理を行っています。
　組合員・利用者の皆様の声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の専門窓口の
「お客様相談室」を設置しています。
  また、以下に掲げた具体策等を通じ、法令遵守の取組体制の強化を図っています。

　このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、この徹底こそが不
祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンスを重視した
経営に取り組みます。

 ■　金融ＡＤＲ制度への対応

　当組合では、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。

・信用事業
    札幌弁護士会
　　 上記弁護士会の利用に際しては、JAバンク相談所を通じてのご利用となりますので、①の当組合窓
   口または一般社団法人ＪＡバンク・ＪＦマリンバンク相談所（電話：03－6837－1359）にお申し出ください。
　　　なお、札幌弁護士会に直接紛争解決をお申立ていただくことも可能です。
　
・共済事業
　　　（一社）日本共済協会　共済相談所（電話：03－5368－5757）
　　　　　　　　https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
　　　（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構
　　　　　　　　https://www.jibai-adr.or.jp/
　　　(公財)日弁連交通事故相談センター
　　　　　　　　https://n-tacc.or.jp/
　　　(公財)交通事故紛争処理センター
　　　　　　　　https://www.jcstad.or.jp/
　　　 日本弁護士連合会　弁護士費用保険ＡＤＲ
      　　　　　https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html

　　　　各機関の連絡先(住所・電話番号)につきましては、上記ホームページをご覧いただくか
　　　①の当組合窓口にお問い合わせください。

 ■　法令遵守の体制（コンプライアンスの取組みについて）

紛争解決措置の内容
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６．自己資本の状況

①　自己資本比率の充実

②　経営の健全性の確保と自己資本の充実

　当組合は、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率
を算出して、当組合が抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに
対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に
努めています。
　とりわけ、財務基盤強化のため、出資配当金（税引後）については増資に振り向けていただく
ことで進めております。
　なお、自己資本の充実に関する詳細は、「Ⅴ 自己資本の充実の状況」に記載しております。

資本調達手段の種類 普通出資

コア資本にかかる基礎的項目に算入した額 1,269百万円（前年度1,285百万円）

発行主体 サツラク農業協同組合

　当組合では、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、
財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良
債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、令和 7 年12月末における自己資本比率
は、26.29％となりました。

　
　当組合の自己資本は、組合員の普通出資による資本調達を行っております。

○　普通出資による資本調達額

項目 内容
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